
№
伊勢崎市案件番
号上１０桁
（台帳番号）

件名 回　答 備　考
（管理番号）

1 5082100009

境小学校南・中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

貴見のとおり。 000972

2 5082100009

境小学校南・中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

貴見のとおりです。
なおエレベーターの設置場所は、既
存校舎の内部を想定しています。

000972

3 5082100009

境小学校南・中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

貴見のとおり。 000972

4 5082100009

境小学校南・中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

空き教室等の利用については、学校
側との打ち合わせによります。
既存校舎の利用ができない場合は、
工事範囲内にある管理諸室、普通教
室は、渡り廊下で接続した仮設校舎
で対応を考えています。

000972

5 5082100009

境小学校南・中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

校舎内トイレは改修範囲外です。ま
た、多目的トイレの設置は不要です。

000972

6 5082100009

境小学校南・中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

空調換気設備改修は改修範囲内で
す。改修箇所は協議によります。

000972

※開札日ごとに質問があった場合のみ回答を掲載します。

開札日 令和8年5月14日
設計書仕様書
等の頁番号

質　問

NO.7

施設計業務委託仕様書、４業
務概要　に「設計内容は伊勢
崎市学校施設長寿命化計画
（個別施設計画）に基づき、改
修により築後８０年及び今後３
０年以上使用できる施設を目
標に設計を行うこと」と記載が
あります。又、設計の与条件
「長寿命化改修の基本的な改
修方針」に［必ず実施する工
事］と［学校施設の目指すべき
姿を実現するための具体的な
取組］の記載があり、※にて原
則実施する工事と表記されて
います。学校施設の目指すべ
き姿を実現するための具体的
な取組は、今回の改修工事で
どこまで反映させるのでしょう
か。担当者と打合せを行い、そ
れぞれの項目を確認し実施の
有無を決めものと考えてよろし
いでしょうか。

今回の長寿命化改修でエレ
ベーターを設置すると考えて宜
しいでしょうか。また、エレベー
ターシャフトは既存校舎面に
EXP-Jにて設置と考えてよろし
いでしょうか。

NO.6

「実施設計業務委託仕様書」内
に、耐震診断済で耐震性有りと
記載があります。耐震補強は
不要と考えて宜しいでしょうか

工事範囲に職員室や保健室あ
りますが、工事期間中に仮設
校舎、及び渡り廊下を設置して
対応すると考えて宜しいでしょ
うか。その場合、仮設校舎とし
て対応する諸室をお示し願い
ます。もしくは既存校舎の空き
教室等を利用しながら工事を
行うと考えるのでしょうか。

空調換気設備改修は今回の改
修範囲外と考えてよろしいで
しょうか。

「伊勢崎市学校施設長寿命化
計画（個別施設計画）」内で、
H28年に校舎トイレ改修工事が
実施されているようです。今回
の改修範囲外と考えてよろしい
でしょうか。多目的トイレを新た
に設置する考えでしょうか。

NO.15・16



7 5082100009

境小学校南・中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

照明設備はLED化工事を実施するた
め、長寿命化改修工事では撤去、再
取付となります。

000972

8 5082100009

境小学校南・中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

図面等は貸出できます。
参考に、南校舎、中校舎は建設工事
の図面（意匠、構造、電気、機械）。
北校舎は平成25年の耐震改修工事
の竣工図があります。

000972

9 5082100010

広瀬小学校中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

貴見のとおり。 000969

10 5082100010

広瀬小学校中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

エレベーターの設置は不要です。
仮設校舎の基本設計に伴う図書は
作成してください。

000969

11 5082100010

広瀬小学校中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

貴見のとおり。 000969

12 5082100010

広瀬小学校中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

既存校舎の空き教室の利用について
は、学校との協議によります。仮設校
舎の設置は必要になります。

000969

主に普通教室棟の改修になり
ますが、工事期間中に仮設校
舎、及び渡り廊下を設置して対
応すると考えるのでしょうか。そ
の場合、仮設校舎として対応す
る諸室、スペースをお示し願い
ます。もしくは既存校舎の空き
教室等を利用しながら工事を
行うと考えるのでしょうか。

NO.15～17

「伊勢崎市学校施設長寿命化
計画（個別施設計画）」内で、エ
レベーターがＲ５年に設置され
ていると記載されています。そ
のため、今回の長寿命化改修
に含まないと考えて宜しいで
しょうか。また、その場合、日影
図、電波障害予測調査、中高
層建築物の届出書の作成・手
続きは不要と考えて宜しいで
しょうか。

NO.6

「実施設計業務委託仕様書」内
に、耐震診断済で耐震性有りと
記載があります。耐震補強は
不要と考えて宜しいでしょうか

照明設備ＬＥＤ化改修は今回
の改修範囲外と考えてよろしい
でしょうか。

施設計業務委託仕様書、４業
務概要　に「設計内容は伊勢
崎市学校施設長寿命化計画
（個別施設計画）に基づき、改
修により築後８０年及び今後３
０年以上使用できる施設を目
標に設計を行うこと」と記載が
あります。又、設計の与条件
「長寿命化改修の基本的な改
修方針」に［必ず実施する工
事］と［学校施設の目指すべき
姿を実現するための具体的な
取組］の記載があり、※にて原
則実施する工事と表記されて
います。学校施設の目指すべ
き姿を実現するための具体的
な取組は、今回の改修工事で
どこまで反映させるのでしょう
か。担当者と打合せを行い、そ
れぞれの項目を確認し実施の
有無を決めものと考えてよろし
いでしょうか。

既存施設の図面（建築意匠・構
造、電気設備、機械設備）は借
用できますでしょうか。
又、改修工事や空調工事など
を行った履歴、改修図は借用
できますでしょうか。
確認申請書、確認済証は借用
できますでしょうか。

NO.7



13 5082100010

広瀬小学校中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

管理諸室系統は含みません。普通教
室系統については、更新の要否を協
議します。

000969

14 5082100010

広瀬小学校中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

校舎内トイレは改修範囲外です。ま
た、多目的トイレの設置は不要です。

000969

15 5082100010

広瀬小学校中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

照明設備はLED化工事を実施するた
め、長寿命化改修工事では撤去、再
取付となります。

000969

16 5082100010

広瀬小学校中校
舎長寿命化改修
工事設計業務委
託

図面等は貸出できます。
参考に、平成26年度の耐震補強工事
（平面図、立面図、一部断面図、一部
展開図（補強部））の図面がありま
す。

000969

17 5083100059
小学校・特別支援
学校新入児童用
水筒

貴見のとおり。 000866

18 5083100060
三郷小学校外小
中学校楽器

原則として納入期限内での納品をお
願いしますが、状況に応じて納入期
限については協議いたします。

000839

19 5083100060
三郷小学校外小
中学校楽器

№18参照 000839

20 5083100060
三郷小学校外小
中学校楽器

№18参照 000839

21 5083100060
三郷小学校外小
中学校楽器

№18参照 000839

４
物品内容（４）
規格等

№3　A15

こちらの商品は受注生産品と
なり、納期が受注後３か月と
なっておりますので7月17日の
履行期間に間に合いません。
期限の延長は可能でしょうか。

№6　　15

№6　　23

こちらの商品は受注生産品と
なり、納期が受注後２か月と
なっておりますので7月17日の
履行期間に間に合うお約束が
できません。期限の延長は可
能でしょうか。

「伊勢崎市学校施設長寿命化
計画（個別施設計画）」内で、Ｒ
２年に空調設備の更新（管理
諸室）を行っているようですが、
今回の改修範囲に、空調設備
の改修は含まれないと理解し
てよろしいでしょうか。

「伊勢崎市学校施設長寿命化
計画（個別施設計画）」内で、
H28年に校舎トイレ改修工事が
実施されているようです。今回
の改修範囲外と考えてよろしい
でしょうか。多目的トイレを新た
に設置する考えはありますで
しょうか。

照明設備ＬＥＤ化改修は今回
の改修範囲外と考えてよろしい
でしょうか。

既存施設の図面（建築意匠・構
造、電気設備、機械設備）は借
用できますでしょうか。
又、改修工事や空調工事など
を行った履歴、改修図は借用
できますでしょうか。
確認申請書、確認済証は借用
できますでしょうか。

№4　B6

１色以上のカラーバリエーショ
ンとは、１色でも良いと理解して
もよろしいでしょうか。

KOROGIソプラノ幹音の納期が
受注後３か月前後かかります。
７月１７日の納入期限に間に合
わないので、期限の延長は可
能でしょうか。

KOROGIシロフォンの納期が受
注後２か月前後かかります。７
月１７日の納入期限を過ぎてし
まうので、遅れて納品してもよ
ろしいでしょうか。または、期限
の延長も可能でしょうか。



22 5084100043
令和８年度ストレ
スチェック業務委
託（単価契約）

令和7年度の受検率は98％です。 000819

23 5084100043
令和８年度ストレ
スチェック業務委
託（単価契約）

貴見のとおり。 001002

24 5084100043
令和８年度ストレ
スチェック業務委
託（単価契約）

貴見のとおり。 001002

25 5084100043
令和８年度ストレ
スチェック業務委
託（単価契約）

3か所です。
設計書仕様書等の4ページ、「5 履行
場所」のとおりです。

000966

26 5084100043
令和８年度ストレ
スチェック業務委
託（単価契約）

貴見のとおり。紙媒体での納品は必
要ありません。

000892

27 5084100043
令和８年度ストレ
スチェック業務委
託（単価契約）

可能です。 000892

28 5084100043
令和８年度ストレ
スチェック業務委
託（単価契約）

貴見のとおり。 000892

29 5084100043
令和８年度ストレ
スチェック業務委
託（単価契約）

30分～1時間を想定しています。 000892

参考までに昨年の受検率をご
教示ください。

9実施方法イについて、今回
Webでのご用意となりますが、
メールアドレスは無しという理
解でよろしいでしょうか？

P7　9(5)オ

6

7

7

5

6

6

-

4「ストレスチェック個人結果様
式の作成・納品」について、イ
①の個人宛ストレスチェック結
果通知文は、Web受検の個人
結果画面に反映するものという
理解でよろしいでしょうか？ま
たは紙媒体で納品が必要な想
定でしょうか？

分析単位ごとの報告データ（電
子データ）を貴市指定のフォー
マットに入力とありますが、
フォーマットが事前にどのよう
なものかを拝見することは可能
でしょうか？

オ所属長向け実施結果の報告
（研修）について、動画ファイル
の形式はmp4等で問題ないで
しょうか？

職場環境改善のための研修の
オンラインは１時間という認識
でお間違いございませんでしょ
うか。

「ウ 納品物」について、ストレス
チェックの受検はWebだが、ロ
グイン情報等①～④を紙媒体
で用意し、各所属毎に封筒に
入れ発送するという理解でよろ
しいでしょうか？

上記の納品先は何カ所になり
ますか？



30 5084100043
令和８年度ストレ
スチェック業務委
託（単価契約）

P18の報告書については、実施機関
が推奨する様式で可です。打合せの
段階で本市に提示をお願いします。

000892

31 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

契約書式・契約約款は、伊勢崎市の
所定の様式となります。回答別紙１
「契約書」をご参照ください。
また、契約締結前に契約書・約款の
内容について協議はできますが、受
注者（リース会社）の要望を全てお応
えすることは約束できません。協議が
まとまらない場合は、発注者（伊勢崎
市）の書式とします。

000949

32 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

受注者たる貸借人は、その責めに帰
することができない事由により履行開
始までに物件を引き渡すことができな
いことが明らかになったときは、発注
者に対して遅延なく、その理由を付し
て履行開始日の延長を求め、協議す
ることができます。なお、本契約の責
任については受注者たる貸借人が負
うものとします。

000949

33 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

当該物品に係る固定資産税の取扱
いについては、課税対象外であるた
め、リース料には含めないものとしま
す。
なお、本件については本取扱いを適
用するものとします。

000949

34 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

既存機器のうち2対につきましては、
ご認識のとおりですが、1対につきま
しては現時点で確認が取れておらず
不明です。また、当該機器の型式を
確認いたしましたが、特定に至ってお
りません。

000949

35 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

ご質問にあるような事態が生じた場
合は、別途協議を行うこととします。

000949

36 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

貴見のとおり。 000949

37 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

貴見のとおり。 000949

本件、契約満了時は無償譲渡
となりますが固定資産税を含
むと記載がございます。入札価
格への影響を鑑み、固定資産
税の費用を賃貸借料から除外
させていただくことは可能でしょ
うか。

仕様書.12

仕様書.13

P14 1(2)イ

仕様書１２

仕様書１２

契約書式・契約約款は、「貴市
用意のもの」と「受注者用意の
もの」どちらになりますでしょう
か。「貴市用意のもの」の場
合、契約書式・契約条項を事前
にお示しいただけますでしょう
か。また、入札後の契約締結
前に契約書・契約約款の内容
は協議できますでしょうか。

P18にある評価項目別平均に
使われている数値は、尺度ごと
に素点換算評価点の1～5点に
なった人数を割合（整数）で示
す認識でよろしいでしょうか。

既存機器処分についても費用
に含むとのことですが、既存機
器についても契約満了時は無
償譲渡で納入となった機器に
なりますか。また、お分かりでし
たら既存機器の型式をお聞き
してもよろしいでしょうか。

動産総合保険は一般的な逓減
方式でよろしいでしょうか。

地震等の動産総合保険が適用
されない事象が発生した場合
の修理費は貴市負担の認識で
よろしいでしょうか。

貴市事由での契約解除の場合
の損害は残金一括清算頂ける
認識で問題ないでしょうか。

万が一になりますが、部品の
入荷等の状況により納期遅延
が生じた場合、指名停止等の
処分、賠償請求や違約金請求
等のペナルティは無く、賃貸人
に責任はない認識でよろしいで
しょうか。



38 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

当該物品に係る固定資産税の取扱
いについては、課税対象外であるた
め、リース料には含めないものとしま
す。
なお、本件については本取扱いを適
用するものとします。

000949

39 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

貴見のとおり。 000949

40 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

受注者たる貸借人は、その責めに帰
することができない事由により履行開
始までに物件を引き渡すことができな
いことが明らかになったときは、発注
者に対して遅延なく、その理由を付し
て履行開始日の延長を求め、協議す
ることができます。なお、本契約の責
任については受注者たる貸借人が負
うものとします。

000949

41 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

回答できません。 000949

42 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

受注者たる貸借人は、その責めに帰
することができない事由により履行開
始までに物件を引き渡すことができな
いことが明らかになったときは、発注
者に対して遅延なく、その理由を付し
て履行開始日の延長を求め、協議す
ることができます。なお、本契約の責
任については受注者たる貸借人が負
うものとします。

000949

43 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

請求書を受理した日から起算して３０
日以内に支払います。

000949

44 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

当該物品に係る固定資産税の取扱
いについては、課税対象外であるた
め、リース料には含めないものとしま
す。
なお、本件については本取扱いを適
用するものとします。

000949

45 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

契約不適合が発生した場合は、納入
会社を含め３者で協議しますが、履
行責任は受注者たる賃貸人が負うも
のとなります。なお、納入会社の指定
はしておりません。

000949

46 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

貴見のとおり。 000949

No.4（内訳書）

仕様書１２

本契約に保守は含まれない認
識でよろしいでしょうか。

大規模な天災等が発生した場
合の納期遅延については協議
可能でしょうか。

各物件の金額の内訳をご提示
いただけますでしょうか。

無償譲渡ですが、本件につい
ては固定資産税が含まれる認
識でよろしいでしょうか。

仕様書13(4)

契約不適合責任について、使
用日開始以前に係る契約不適
合責任は賃貸人ではなく貴市
指定の納入会社様にあるとの
認識で宜しいでしょうか

仕様書13(4)

本件に保守は含まれていない
ため、物件の故障や障害時に
は貴市と保守会社で直接ご対
応いただけるという認識でよろ
しいでしょうか。

仕様書3

パンデミックや半導体不足等に
より調達物資の納品遅延が万
が一発生した場合には、物件
は納品業者が調達するため、
リース会社にペナルティ等は発
生せず、賃貸借開始日を延長
する等のご対応でよろしいで
しょうか。

仕様書5

本件リース料については、請求
書が到着してから３０日以内に
お支払いいただけますでしょう
か。

仕様書12(2)

本件について、物件は無償に
て譲渡することとなっておりま
すが、固定資産税の納付義務
はリース会社には無いという認
識で宜しいでしょうか。



47 5086100008

市民体育館移動
式バスケットゴー
ルリース（債務負
担行為）

ご質問にあるような事態が生じた場
合は、別途協議を行うこととします。
なお、体育館器具のリース案件につ
いて、過去に同様の理由で契約解除
に至った事案はありません。

000949

48 5086100009

華蔵寺公園遊園
地ウォーター
シューティングラ
イドリース（債務
負担行為）

契約書式・契約約款は、伊勢崎市の
所定の様式となります。回答別紙２
「契約書」をご参照ください。
また、契約締結前に契約書・約款の
内容について協議はできますが、受
注者（リース会社）の要望を全てお応
えすることは約束できません。協議が
まとまらない場合は、発注者（伊勢崎
市）の書式とします。

000883

49 5086100009

華蔵寺公園遊園
地ウォーター
シューティングラ
イドリース（債務
負担行為）

納品遅延が発生した場合、リース会
社様にペナルティが生じることはな
く、賃貸借開始日について市、リース
会社様と納入業者の３者協議により
調整するものとします。

000883

50 5086100009

華蔵寺公園遊園
地ウォーター
シューティングラ
イドリース（債務
負担行為）

回答できません。 000883

51 5086100009

華蔵寺公園遊園
地ウォーター
シューティングラ
イドリース（債務
負担行為）

回答できません。 000883

52 5086100009

華蔵寺公園遊園
地ウォーター
シューティングラ
イドリース（債務
負担行為）

No.49参照。 000883

53 5086100009

華蔵寺公園遊園
地ウォーター
シューティングラ
イドリース（債務
負担行為）

意見のとおり。 000883

54 5086100009

華蔵寺公園遊園
地ウォーター
シューティングラ
イドリース（債務
負担行為）

契約不適合が発生した場合は、納入
会社を含め３者で協議しますが、履
行責任は受注者たる賃貸人が負うも
のとなります。

000883

仕様書4

パンデミックや半導体不足等に
より調達物資の納品遅延が万
が一発生した場合には、物件
は納品業者が調達するため、
リース会社にペナルティ等は発
生せず、賃貸借開始日を延長
する等のご対応でよろしいで
しょうか。

仕様書13(4)

万が一予算削除や減額があっ
た場合には残賃貸借料のお支
払いについてはご協議頂ける
という認識で宜しいでしょうか。
また、過去に同様の理由で契
約解除と至ったことはあります
でしょうか。

No.2（内訳書）
各物件の金額の内訳をご提示
いただけますでしょうか。

仕様書7

仕様書8

本件リース料については、請求
書が到着してから３０日以内に
お支払いいただけますでしょう
か。

契約不適合責任について、使
用日開始以前に係る契約不適
合責任は賃貸人ではなく貴市
指定の納入会社様にあるとの
認識で宜しいでしょうか

契約書式・契約約款は、「貴市
用意のもの」と「受注者用意の
もの」どちらになりますでしょう
か。「貴市用意のもの」の場
合、契約書式・契約条項を事前
にお示しいただけますでしょう
か。また、入札後の契約締結
前に契約書・契約約款の内容
は協議できますでしょうか。

万が一になりますが、部品の
入荷等の状況により納期遅延
が生じた場合、指名停止等の
処分、賠償請求や違約金請求
等のペナルティは無く、賃貸人
に責任はない認識でよろしいで
しょうか。

仕様書.5
本件リース物件製造販売者様
のお問合せ先をお聞きしてもよ
ろしいでしょうか。



55 5086100009

華蔵寺公園遊園
地ウォーター
シューティングラ
イドリース（債務
負担行為）

意見のとおり。 000883

56 5086100009

華蔵寺公園遊園
地ウォーター
シューティングラ
イドリース（債務
負担行為）

別途協議いたします。過去に同様の
理由で契約解除となったことはありま
せん。

000883

57 5086100009

華蔵寺公園遊園
地ウォーター
シューティングラ
イドリース（債務
負担行為）

意見のとおり。 000883

58 5086100009

華蔵寺公園遊園
地ウォーター
シューティングラ
イドリース（債務
負担行為）

意見のとおり。 000883工事仕様書

仕様書8

工事仕様書

「条件に変更が生じる場合は別
途協議する。」と記載がござい
ますが、協議の結果として、費
用の増減が生じた場合は、リー
ス料金についても別途ご協議
いただける、という認識でよろ
しいでしょうか。

万が一予算削除や減額があっ
た場合には残賃貸借料のお支
払いについてはご協議頂ける
という認識で宜しいでしょうか。
また、過去に同様の理由で契
約解除と至ったことはあります
でしょうか。

建設業法等に抵触する工事が
含まれる場合、貴市指定の納
入事業者が当該業務を担当す
るため 、リース会社に建設業
法上の許可は必要ないとの認
識でよろしいでしょうか。

仕様書8

本件に保守は含まれていない
ため、物件の故障や障害時に
は貴市と保守会社で直接ご対
応いただけるという認識でよろ
しいでしょうか。
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契  約  書 
伊勢崎市長（以下「賃借人」という。）と             （以下「賃貸人」と

いう。）は、下記条項により市民体育館移動式バスケットゴールリース（債務負担行為）の賃

貸借契約を締結する。 

（契約の目的） 

第１条 この契約は、賃貸人が別紙仕様書に定める移動式バスケットゴールの物件（以下「物

件」という。）を賃借人の使用に供し、賃借人はこの契約の条項に従って物件を賃貸人から

借り受けることを目的とする。 

２ この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。 

３ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

４ この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定

めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）の定めるところによる。 

５ この契約書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法

（明治３２年法律第４８号）の定めるところによる。 

６ この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。 

７ この契約に係る訴訟については、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をも

って合意による専属的管轄裁判所とする。 

（賃貸借期間） 

第２条 物件の賃貸借期間は、令和８年１０月１日から令和１３年９月３０日までとする。 

（設置場所） 

第３条 この契約の対象となる物件の設置場所は、伊勢崎市民体育館とする。 

（賃貸借料金） 

第４条 物件の賃貸借料金は、次のとおりとする。 

賃貸借料金  ￥             円 

（うち消費税及び地方消費税の額 ￥      円） 

（賃貸借料金の支払） 

第５条 前条の賃貸借料金は、賃貸借期間中６０回の分割払（令和８年度は６回、令和９年度

から令和１２年度までは各年度とも１２回、令和１３年度は６回とする。）とし、各年度の

支払額は次のとおりとする。 

年度 賃貸借料金 うち消費税 年度 賃貸借料金 うち消費税 

令和 ８ 円 円 令和１１ 円 円 

令和 ９ 円 円 令和１２ 円 円 

令和１０ 円 円 令和１３ 円 円 
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２ 賃貸人は、請求書により、賃貸借料金の支払を使用月の末日に請求する。賃借人は、これ

を受理した日から起算して３０日以内に賃貸借料金を支払うものとする。 

３ 賃借人は、自己の責めに帰すべき事由により、賃貸借料金の支払を遅延した場合は、賃貸

人に対し、前項の満了日から支払日までの日数に応じて、支払金額に政府契約の支払遅延

防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づく率の割合

を乗じて計算した遅延利息を加算して支払う。 

（権利義務の譲渡等） 

第６条 賃貸人は、この契約を他に承継せしめ、及びこの契約により生ずる権利又は義務を第

三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、賃借人の

書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

（再委託等の禁止） 

第７条 賃貸人は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、

あらかじめ、賃借人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

（監督職員及び主任担当者） 

第８条 賃借人は、この契約の履行について、自己に代わって監督し、及び指示する監督職員

を定め、また、賃貸人は、業務履行の管理をつかさどる主任担当者を定め、それぞれ書面

により通知するものとする。これらの者を変更したときも、また同様とする。 

（業務の調査等） 

第９条 賃借人は、必要があると認めるときは、賃貸人に対して契約の履行状況について調査

し、又は報告を求めることができる。 

（秘密の保持等） 

第１０条 賃貸人又は賃貸人の要請により派遣された技術員等は、保守、管理等の実施その他

この契約の履行に当たって知り得た賃借人の業務上の秘密等を外部に漏らし、及び他の目

的に利用してはならず、特に、賃借人から業務処理のために預かった資料、データ等の保

管・管理に万全を尽くし、外部に漏えいしてはならない。この契約が満了し、又は解除さ

れた後においても、また同様とする。 

２ 賃貸人は、賃貸人のこの契約の履行に従事する従業員についても前項の規定を遵守させる

よう管理に万全を尽くさなければならない。この義務は、賃貸人の従業員の退職後も同様

に遵守させなければならない。 

３ 賃貸人は、成果品（この契約の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧

させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 

（業務内容の変更） 

第１１条 賃借人は、必要があると認めるときは、書面をもって賃貸人に通知し、業務内容を

変更し、又は業務の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、
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賃貸借料金又は賃貸借期間を変更する必要があるときは、賃借人と賃貸人とが協議してこ

れを定めるものとする。 

２ 前項の場合において、賃貸人が損害を受けたときは、賃借人はその損害を賠償しなければ

ならない。この場合における賠償額は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。 

３ 賃借人は、前２項の協議に当たっては、賃貸人からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分

な協議を行うように留意するとともに、賃貸人との間で協議が整わなかったことを理由と

して不利益な取扱いをしてはならない。 

（履行開始日の延期） 

第１２条 賃貸人の責めに帰することができない事由により賃貸借期間の始期までに物件を借

り受けることができないことが明らかになったときは、賃貸人は、賃借人に対して遅滞な

く、その理由を付して履行開始日の延期を求めることができる。この場合において、その

延期日数は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。 

（損害のために必要を生じた経費の負担） 

第１３条 業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のため生じた経

費は、賃貸人が負担しなければならない。ただし、その損害の発生が賃借人の責めに帰す

べき事由による場合は、この限りでない。 

２ 物件の欠陥により賃借人又は第三者に損害を与えたときは、賃貸人がその賠償の責めを負

う。 

（検査及び引渡し） 

第１４条 賃貸人は、物件を納入したときは、遅滞なくその旨を賃借人に通知しなければなら

ない。 

２ 賃借人は、前項の通知を受理したときは、速やかに当該物件を検査するものとし、その検

査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとみなす。 

３ 賃貸人は、前項の検査の結果補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査

を受けなければならない。 

（公租公課） 

第１５条 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担しなければならない。 

（契約不適合責任） 

第１６条 賃貸人は、第１４条第２項の引渡しの後に発見された物件の契約不適合を賃借人の

指定する期限までに修補しなければならない。 

２ 賃借人は、前項の契約不適合の修補に代え、損害賠償の請求をすることができる。 

（賃借人の解除権） 

第１７条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するこ

とができる。また、賃借人が自己の都合によりこの契約を解除するときは、書面をもって
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賃貸人に通告するものとする。 

⑴ 賃貸人の責めに帰すべき事由により賃貸借期間の始期を過ぎても契約を履行しないと

き、又は履行の見込みが明らかにないと認められるとき。 

⑵ 正当な理由なく、物件の引渡しをすべき期日を過ぎても引渡しを行わないとき、又は

引渡しの見込みがないとき。 

⑶ この契約の締結又は履行につき不正な行為があったとき。 

⑷ この契約の履行に当たり、正当な理由なく、監督職員の指示に従わないとき、又はそ

の職務を妨害したとき。 

⑸ 第６条の規定に違反して賃貸借料債権を譲渡したとき。 

⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達する

ことができないと認められるとき。 

⑺ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に

賃貸借料債権を譲渡したとき。 

⑻ 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。 

  ア 役員等（賃貸人が個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者を、

賃貸人が法人である場合はその役員、その支店又は常時賃貸借契約を締結する事務所の

代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、

暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認

められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ている認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオ

までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められると

き。 

キ 賃貸人が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入

契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、賃借人が
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賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。 

⑼ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当するとき。 

⑽ 第１９条第１項各号の規定に該当するとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、賃借人に損害を生じたときは、賃

貸人は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、賃借人と賃貸

人とが協議して定めるものとする。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、賃借人は、必要があるときはそ

の既済業務部分に対する契約金額相当額を支払うものとし、支払額は、賃借人と賃貸人と

が協議して定めるものとする。 

４ 第１項後段の規定によりこの契約が解除された場合において、賃貸人に損害を与えたとき

は、賃借人は、その損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、賃借人と賃貸

人とが協議して定めるものとする。 

５ 第１項前段の規定によりこの契約が解除された場合においては、賃貸人は、契約金額の１

０分の１に相当する額を違約金として、賃借人の指定する期間内に支払わなければならな

い。 

（賃貸人の解除権） 

第１８条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、この契約を解除する

ことができる。 

⑴ 第１１条第１項の規定により、業務内容を変更したため、頭書の賃貸借料金が３分の

２以上減少したとき。 

⑵ 賃借人が、この契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となっ

たとき。 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用す

る。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第１９条 賃貸人が、次の各号のいずれかに該当したときは、賃貸人は、賃借人の請求に基づ

き、賃貸借料金（この契約締結後、賃貸借料金の変更があった場合は、変更後の賃貸借料

金）の１０分の１に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければ

ならない。 

⑴ この契約に関し、賃貸人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は賃貸人が

構成事業者である事業者団体が同法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取

引委員会が賃貸人に対し、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において準用する場

合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当
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該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が同法第６３条第２項の規定により

取り消された場合を含む。以下この条において同じ。）。 

⑵ 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（こ

れらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体（以下「賃貸人等」とい

う。）に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等

に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当

該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契

約に関し、同法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動

があったとされたとき。 

⑶ 納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の

規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分

野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、

公正取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令

における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積

書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであると

き。 

⑷ この契約に関し、賃貸人（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条

第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 賃貸人が前項の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃貸人は、当該期

間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する

法律第８条第１項の規定に基づく率の割合で計算した額の遅延利息を賃借人に支払わなけ

ればならない。 

３ 賃貸人は、契約の履行を理由として、第１項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項の規定は、賃借人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

賃借人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

（履行遅滞の場合における違約金） 

第２０条 賃貸人の責めに帰すべき理由により賃貸借期間の始期に物件を借り受けることがで

きない場合においては、賃借人は、延滞違約金の支払を賃貸人に請求することができる。 

２ 前項の延滞違約金の額は、引渡期限の翌日からこれを完了した遅延日数の賃貸借料相当分

に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づく率の割合を乗じて

計算した額を加算した額とする。 

（所有権の譲渡） 

第２１条 賃貸人は、この契約が賃貸借期間満了により終了したときは、物件を賃借人に無償
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譲渡し、物件の所有権を賃借人に移転するものとする。 

（保険） 

第２２条 賃貸人は、契約期間中、賃貸人の負担によりこの物件に対して動産総合保険を付与

しなければならない。 

（暴力団又は暴力団員等からの不当介入の排除） 

第２３条 賃貸人は、この契約の履行に当たって暴力団又は暴力団員等から不当要求行為や介

入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、その旨について賃借人に報告するととも

に警察署への届出を行わなければならない。 

２ 賃貸人は、下請負人が不当介入を受けた場合は、賃貸人に速やかに報告するよう下請負人

に指示し、その旨について下請負人から報告を受けた場合は、賃借人へ報告するとともに

警察署への届出を行わなければならない。 

（補則） 

第２４条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書の条項について疑義が生じた場合は、

必要に応じて、賃借人と賃貸人とが協議しこれを定めるものとする。 

 

この契約の証として本書２通を作成し、賃借人賃貸人記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

  

（賃借人） 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

 伊勢崎市 

 伊勢崎市長 臂   泰 雄     印 

  

（賃貸人）  

  

     印 

 



Ｎｏ.４８回答 回答別紙２「契約書」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



回答別紙２ 

- 1 - 

契  約  書 
伊勢崎市長（以下「賃借人」という。）と             （以下「賃貸人」と

いう。）は、下記条項により華蔵寺公園遊園地ウォーターシューティングライドリース（債務

負担行為）の賃貸借契約を締結する。 

（契約の目的） 

第１条 この契約は、賃貸人が別紙仕様書に定めるウォーターシューティングライドの物件

（以下「物件」という。）を賃借人の使用に供し、賃借人はこの契約の条項に従って物件を

賃貸人から借り受けることを目的とする。 

２ この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる言語は、日本語とする。 

３ この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

４ この契約の履行に関して賃借人と賃貸人との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定

めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）の定めるところによる。 

５ この契約書における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法

（明治３２年法律第４８号）の定めるところによる。 

６ この契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。 

７ この契約に係る訴訟については、賃借人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をも

って合意による専属的管轄裁判所とする。 

（賃貸借期間） 

第２条 物件の賃貸借期間は、令和９年２月１日から令和１４年１月３１日までとする。 

（設置場所） 

第３条 この契約の対象となる物件の設置場所は、華蔵寺公園遊園地内とする。 

（賃貸借料金） 

第４条 物件の賃貸借料金は、次のとおりとする。 

賃貸借料金  ￥            円 

（うち消費税及び地方消費税の額 ￥      円） 

（賃貸借料金の支払） 

第５条 前条の賃貸借料金は、賃貸借期間中６０回の分割払（令和８年度は２回、令和９年度

から令和１２年度までは各年度とも１２回、令和１３年度は１０回とする。）とし、各年度

の支払額は次のとおりとする。 

年度 賃貸借料金 うち消費税 年度 賃貸借料金 うち消費税 

令和 ８ 円 円 令和１１ 円 円 

令和 ９ 円 円 令和１２ 円 円 

令和１０ 円 円 令和１３ 円 円 
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２ 賃貸人は、請求書により、賃貸借料金の支払を使用月の末日に請求する。賃借人は、これ

を受理した日から起算して３０日以内に賃貸借料金を支払うものとする。 

３ 賃借人は、自己の責めに帰すべき事由により、賃貸借料金の支払を遅延した場合は、賃貸

人に対し、前項の満了日から支払日までの日数に応じて、支払金額に政府契約の支払遅延

防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づく率の割合

を乗じて計算した遅延利息を加算して支払う。 

（権利義務の譲渡等） 

第６条 賃貸人は、この契約を他に承継せしめ、及びこの契約により生ずる権利又は義務を第

三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、賃借人の

書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

（再委託等の禁止） 

第７条 賃貸人は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託してはならない。ただし、

あらかじめ、賃借人の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

（監督職員及び主任担当者） 

第８条 賃借人は、この契約の履行について、自己に代わって監督し、及び指示する監督職員

を定め、また、賃貸人は、業務履行の管理をつかさどる主任担当者を定め、それぞれ書面

により通知するものとする。これらの者を変更したときも、また同様とする。 

（業務の調査等） 

第９条 賃借人は、必要があると認めるときは、賃貸人に対して契約の履行状況について調査

し、又は報告を求めることができる。 

（秘密の保持等） 

第１０条 賃貸人又は賃貸人の要請により派遣された技術員等は、保守、管理等の実施その他

この契約の履行に当たって知り得た賃借人の業務上の秘密等を外部に漏らし、及び他の目

的に利用してはならず、特に、賃借人から業務処理のために預かった資料、データ等の保

管・管理に万全を尽くし、外部に漏えいしてはならない。この契約が満了し、又は解除さ

れた後においても、また同様とする。 

２ 賃貸人は、賃貸人のこの契約の履行に従事する従業員についても前項の規定を遵守させる

よう管理に万全を尽くさなければならない。この義務は、賃貸人の従業員の退職後も同様

に遵守させなければならない。 

３ 賃貸人は、成果品（この契約の履行過程において得られた記録等を含む。）を他人に閲覧

させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 

（業務内容の変更） 

第１１条 賃借人は、必要があると認めるときは、書面をもって賃貸人に通知し、業務内容を

変更し、又は業務の全部若しくは一部を一時中止することができる。この場合において、
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賃貸借料金又は賃貸借期間を変更する必要があるときは、賃借人と賃貸人とが協議してこ

れを定めるものとする。 

２ 前項の場合において、賃貸人が損害を受けたときは、賃借人はその損害を賠償しなければ

ならない。この場合における賠償額は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。 

３ 賃借人は、前２項の協議に当たっては、賃貸人からの意見の趣旨をできる限り勘案し十分

な協議を行うように留意するとともに、賃貸人との間で協議が整わなかったことを理由と

して不利益な取扱いをしてはならない。 

（履行開始日の延期） 

第１２条 賃貸人の責めに帰することができない事由により賃貸借期間の始期までに物件を借

り受けることができないことが明らかになったときは、賃貸人は、賃借人に対して遅滞な

く、その理由を付して履行開始日の延期を求めることができる。この場合において、その

延期日数は、賃借人と賃貸人とが協議して定める。 

（損害のために必要を生じた経費の負担） 

第１３条 業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のため生じた経

費は、賃貸人が負担しなければならない。ただし、その損害の発生が賃借人の責めに帰す

べき事由による場合は、この限りでない。 

２ 物件の欠陥により賃借人又は第三者に損害を与えたときは、賃貸人がその賠償の責めを負

う。 

（検査及び引渡し） 

第１４条 賃貸人は、物件を納入したときは、遅滞なくその旨を賃借人に通知しなければなら

ない。 

２ 賃借人は、前項の通知を受理したときは、速やかに当該物件を検査するものとし、その検

査に合格したときをもって、賃貸人からこの物件の引渡しを受けたものとみなす。 

３ 賃貸人は、前項の検査の結果補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査

を受けなければならない。 

（公租公課） 

第１５条 この物件に係る公租公課は、賃貸人が負担しなければならない。 

（契約不適合責任） 

第１６条 賃貸人は、第１４条第２項の引渡しの後に発見された物件の契約不適合を賃借人の

指定する期限までに修補しなければならない。 

２ 賃借人は、前項の契約不適合の修補に代え、損害賠償の請求をすることができる。 

（賃借人の解除権） 

第１７条 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除するこ

とができる。また、賃借人が自己の都合によりこの契約を解除するときは、書面をもって
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賃貸人に通告するものとする。 

⑴ 賃貸人の責めに帰すべき事由により賃貸借期間の始期を過ぎても契約を履行しないと

き、又は履行の見込みが明らかにないと認められるとき。 

⑵ 正当な理由なく、物件の引渡しをすべき期日を過ぎても引渡しを行わないとき、又は

引渡しの見込みがないとき。 

⑶ この契約の締結又は履行につき不正な行為があったとき。 

⑷ この契約の履行に当たり、正当な理由なく、監督職員の指示に従わないとき、又はそ

の職務を妨害したとき。 

⑸ 第６条の規定に違反して賃貸借料債権を譲渡したとき。 

⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達する

ことができないと認められるとき。 

⑺ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に

規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に

賃貸借料債権を譲渡したとき。 

⑻ 賃貸人が次のいずれかに該当するとき。 

  ア 役員等（賃貸人が個人である場合はその者その他経営に実質的に関与している者を、

賃貸人が法人である場合はその役員、その支店又は常時賃貸借契約を締結する事務所の

代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。）が、

暴力団又は暴力団員であると認められるとき。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認

められるとき。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ている認められるとき。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオ

までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められると

き。 

キ 賃貸人が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入

契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、賃借人が
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賃貸人に対して当該契約の解除を求め、賃貸人がこれに従わなかったとき。 

⑼ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当するとき。 

⑽ 第１９条第１項各号の規定に該当するとき。 

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合において、賃借人に損害を生じたときは、賃

貸人は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、賃借人と賃貸

人とが協議して定めるものとする。 

３ 第１項の規定によりこの契約が解除された場合において、賃借人は、必要があるときはそ

の既済業務部分に対する契約金額相当額を支払うものとし、支払額は、賃借人と賃貸人と

が協議して定めるものとする。 

４ 第１項後段の規定によりこの契約が解除された場合において、賃貸人に損害を与えたとき

は、賃借人は、その損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、賃借人と賃貸

人とが協議して定めるものとする。 

５ 第１項前段の規定によりこの契約が解除された場合においては、賃貸人は、契約金額の１

０分の１に相当する額を違約金として、賃借人の指定する期間内に支払わなければならな

い。 

（賃貸人の解除権） 

第１８条 賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する理由があるときは、この契約を解除する

ことができる。 

⑴ 第１１条第１項の規定により、業務内容を変更したため、頭書の賃貸借料金が３分の

２以上減少したとき。 

⑵ 賃借人が、この契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能となっ

たとき。 

２ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用す

る。 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第１９条 賃貸人が、次の各号のいずれかに該当したときは、賃貸人は、賃借人の請求に基づ

き、賃貸借料金（この契約締結後、賃貸借料金の変更があった場合は、変更後の賃貸借料

金）の１０分の１に相当する額を違約金として賃借人の指定する期間内に支払わなければ

ならない。 

⑴ この契約に関し、賃貸人が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は賃貸人が

構成事業者である事業者団体が同法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取

引委員会が賃貸人に対し、同法第７条の２第１項（同法第８条の３において準用する場

合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、当
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該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が同法第６３条第２項の規定により

取り消された場合を含む。以下この条において同じ。）。 

⑵ 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（こ

れらの命令が賃貸人又は賃貸人が構成事業者である事業者団体（以下「賃貸人等」とい

う。）に対して行われたときは、賃貸人等に対する命令で確定したものをいい、賃貸人等

に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当

該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契

約に関し、同法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動

があったとされたとき。 

⑶ 納付命令又は排除措置命令により、賃貸人等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の

規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分

野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件について、

公正取引委員会が賃貸人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令

における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積

書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであると

き。 

⑷ この契約に関し、賃貸人（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条

第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 賃貸人が前項の違約金を賃借人の指定する期間内に支払わないときは、賃貸人は、当該期

間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する

法律第８条第１項の規定に基づく率の割合で計算した額の遅延利息を賃借人に支払わなけ

ればならない。 

３ 賃貸人は、契約の履行を理由として、第１項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項の規定は、賃借人に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、

賃借人がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

（履行遅滞の場合における違約金） 

第２０条 賃貸人の責めに帰すべき理由により賃貸借期間の始期に物件を借り受けることがで

きない場合においては、賃借人は、延滞違約金の支払を賃貸人に請求することができる。 

２ 前項の延滞違約金の額は、引渡期限の翌日からこれを完了した遅延日数の賃貸借料相当分

に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定に基づく率の割合を乗じて

計算した額を加算した額とする。 

（所有権の譲渡） 

第２１条 賃貸人は、この契約が賃貸借期間満了により終了したときは、物件を賃借人に無償



回答別紙２ 

- 7 - 

譲渡し、物件の所有権を賃借人に移転するものとする。 

（保険） 

第２２条 賃貸人は、契約期間中、賃貸人の負担によりこの物件に対して動産総合保険を付与

しなければならない。 

（暴力団又は暴力団員等からの不当介入の排除） 

第２３条 賃貸人は、この契約の履行に当たって暴力団又は暴力団員等から不当要求行為や介

入（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、その旨について賃借人に報告するととも

に警察署への届出を行わなければならない。 

２ 賃貸人は、下請負人が不当介入を受けた場合は、賃貸人に速やかに報告するよう下請負人

に指示し、その旨について下請負人から報告を受けた場合は、賃借人へ報告するとともに

警察署への届出を行わなければならない。 

（補則） 

第２４条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書の条項について疑義が生じた場合は、

必要に応じて、賃借人と賃貸人とが協議しこれを定めるものとする。 

 

この契約の証として本書２通を作成し、賃借人賃貸人記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

  

（賃借人） 群馬県伊勢崎市今泉町二丁目４１０番地 

 伊勢崎市 

 伊勢崎市長 臂   泰 雄     印 

  

（賃貸人）  

  

     印 
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